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見積り合わせに関する公告

次のとおり見積合わせに付します。

令和 ４年１１月２９日

分任支出負担行為担当官

四国地方整備局

渡川ダム統合管理事務所長 福島 奨

１．競争に付する事項

（１）件 名

令和４年度 貝ヶ森無線中継所の賃料にかかる不動産鑑定評価

見積（請）書に記載（使用）する件名は「令和４年度 貝ヶ森無線中継所の賃

料にかかる不動産鑑定評価」とする。

（２）本件の概要等 本件は、下記対象財産の賃料にかかる不動産鑑定評価を行う

ものである。

対象財産 高知県宿毛市平田町黒川字北平山４８７２－１８地内

・土地（雑種地）

１５１㎡の内１０．９２㎡

・建物（鉄筋コンクリート造２階建中継所）

４０㎡の内２．６２㎡

詳細は説明書による。

（３）履 行 期 限 契約締結の翌日から令和 ５年 ２月１７日

（４）履 行 場 所 四国地方整備局渡川ダム統合管理事務所

（５）見積の方法

落札決定にあたっては、見積書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に

相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金

額を切り捨てた金額とする。）をもって落札価格とするので、見積者は消費税及び

地方消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約

希望金額の１１０分の１００に相当する金額を見積書に記載すること。

２．競争参加資格

（１）予算決算及び会計令第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること。

（２）令和４・５・６年度国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」

のＣ又はＤ等級に格付けされた四国地域の競争参加資格を有する者（会社更生法（平

成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民

事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされて

いる者については、手続開始の決定後、競争参加者の資格に関する公示（令和３年

３月３１日付官報）に基づく再申請の手続きを行った者であること。）又は履行実

績等により履行能力に問題ないと認めた者であること。

（３）会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基
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づき再生手続開始の申立てがなされている者（競争参加資格に関する公示に基づく

再申請の手続きを行った者を除く。）でないこと。

（４）不動産の鑑定評価に関する法律第２２条に基づく登録を受けている不動産鑑定業

者であって、過去５年以内に同法に基づく監督処分を受けていない者

（５）下記の要件を満たしていることを証明した者であること。

１）不動産鑑定業者の事務所（本・支店、営業所等）が高知県内に所在すること。

２）評価（及び審査）担当不動産鑑定士が豊富な評価経験を有すること。

３）評価（及び審査）担当不動産鑑定士が過去３年間に評価財産に見合う同種、類

似の鑑定評価実績を有すること。

（２）及び（５）の提出書面を総じて「証明書等」という。

（６）証明書等の受領期限の日から見積書開封の日までの期間に、四国地方整備局長か

ら指名停止を受けていないこと。

（７）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとし

て、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でな

いこと。

（８）本件に組合等（特別法に基づく協同組合又はこれに類する組織）として証明書等

を提出した場合、その構成員は、単体として証明書等を提出することはできない。

（９）説明書等の交付を直接受けた者であること。

３．見積書及び証明書等の提出場所等

（１）見積書、証明書等の提出場所及び当該見積に関する問い合わせ先

〒７８８－０７８１

高知県宿毛市平田町黒川字櫛ヶ崎山５３１２－４８

四国地方整備局 渡川ダム統合管理事務所 総務課

ＴＥＬ ０８８０－６６－２５０１ 内線 ２１２

（２）説明書を交付する期間、場所

１）期間 令和 ４年１１月２９日（火）～ 令和 ４年１２月 ９日（金）

２）場所 上記３．（１）に同じ。

３）方法 交付の請求は、３．（１）に備え付けの交付申請書に必要事項を記入し

請求する方法（その場合の受付時間は９時００分から１２時００分及び１

３時００分から１７時００分（なお、閉庁日を除く。））、又は必要金額分

の切手を添え、必要な説明書等の種類と申請者の住所氏名を明らかにし請

求する方法による。

（３）見積書及び証明書等の提出方法、受領期限

見積書及び証明書等は、持参又は郵送（書留郵便に限る）すること。

見積書及び証明書等の受領期限

令和 ４年１２月 ９日（金） １６時００分

（４）見積書の開封の場所および日時

1)場所 四国地方整備局 渡川ダム統合管理事務所 入札室

2)日時 令和 ４年１２月１６日（金） １０時００分

４．その他
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（１）契約手続きに使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

（２）見積者に求められる義務

１）参加を希望する者は、必要な見積書及び証明書等を所定の受領期限までに上記

３（１）に示す場所に提出しなければならない。

なお、見積書の開封日の前日までの間において、競争参加資格の確認及び技術

審査に必要なため提出した証明書等の内容に関して、分任支出負担行為担当官か

らの照会があった場合には、説明をしなければならない。

２）見積者は説明書及び請書（案）を熟読、遵守のうえ見積を行うこと。

（３）契約保証金 免除

（４）見積書の無効

競争に参加する資格を有しない者のした見積及び証明書等必要な提出書類に虚偽

の記載をした者の見積書は無効とする。

（５）請書作成の要否 要

（６）落札者の決定方法

会計法第２９条の６の規定に基づく、予算決算及び会計令第７９条の規定に基づ

いて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な見積を行った者

を落札者とする。

なお、同額の見積価格があった場合は、見積り合わせ執行事務に関係のない職員

が「くじ」を引き決定するものとする。

（７）落札結果の通知

落札結果は開封日の当日中に落札決定者に通知するものとする。


